
目標を明確化し、生活

機能の維持・向上を積

極的に図る通所型サー

ビスを構築する。

元気な高齢者などの地
域のマンパワーを活用
し、ふれあいの感じら
れる通所型サービスを
構築する。

要支援者等は残存能力が高い傾向にある。積極的
に生活機能向上に取り組むことが大切。座りきりの
時間が長いと効果的ではありません。

通所型サービスの展開イメージ

短
期
集
中
型
（
Ｃ
型
）

の
導
入
を
調
整
中
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流山市

介護支援
サポーター管理機関

介護保険施設 ・
デイサービス等の

事業所

・サポーター養成講座開催
・サポーター登録
・サポーター手帳の交付、更新
・評価ポイントの手続き

介護支援サポー
ター管理業務委託

契約

介護支援サポーター

活動確認
スタンプ押
印（１時間
１スタンプ）

ポイント転換交付金（最大５千円）
の交付又は商業振興ポイント
（最大６千円分のポイント）への転換

・サポーター登録申請
・活動確認スタンプの評価ポイ
ントへの転換申請、ポイント
の繰越申請

見守り、話し
相手等の介
護支援サ
ポーター活動

受入機関登録許可

サポーター受入
機関登録申請

流山市における介護支援サポーター事業
（地域介護予防活動支援事業に位置付け）

※庁内産業振興部の財源協力

１２月１日登録者４３０人
19



地域の身近な場所に介護予防・にぎわいの場を
つくっていく…一般介護予防事業で促進

高齢者ふれあいの家

福祉会館・自治会館・町内会館

特養等の地域交流スペース

地区社協のサロン
活動とのコラボ
が期待できる

イメージとしては
要支援１の方が歩
いて行ける距離が
望ましい

通所型サービスの
真の戦略

介護予防。生活支援サービス事業
終了者の受け皿にも・・・ 20



★地域へ介護予防教室のデリバリー★

高齢者ふれあいの家等への「ながいき応援団」の派遣事業（Ｈ２６年度～）
※一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業）に位置付けて実施予定

流山市高齢者ふれあいの家の位置流山市には、空き家等を住民・ＮＰＯが運営し、
高齢者の集いの場となっている『高齢者ふれあい
の家』が、1５箇所ある。

こうした流山市の特性を活かし、高齢者ふれあ
いの家に介護予防メニューを取り入れていただく
ために、以下の介護予防教室が開催できる人材を
デリバリ－する事業（「ながいき応援団」の派遣
事業）を２６年度から実施している。

★元気づくり体操を指導できる指導者
（重度化防止推進員）

★音楽を利用した介護予防指導者
（音楽療法士）

第６期では、重度化防止推進員の派遣先を、自
治会館（市内に１００箇所以上）のほか、特養等
の地域交流スペースを対象に拡大する。

また、デリバリーメニューに、口腔機能、栄養
改善などを追加していく（地域リハビリテーショ
ン活動支援事業の活用を検討）。

こうした取り組みにより、認定に至らない高齢
者を増やすことと共に、介護予防・生活支援サー
ビス事業から‘一般介護予防事業’に移行した方
の受け皿づくりを進めていく。 21



【高齢者ふれあいの家】
…地域住民が運営する「花みずき」（流山市平和台５丁目）

22



【認知症サポーター養成講座・・・地域包括支援センターを招いて開催】
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【みんなで介護予防体操】

24



【高齢者ふれあいの家】
…ＮＰＯ法人が運営する「えがお」（若葉台）

25



【ホール：バンド演奏会の様子】
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【高齢者ふれあいの家】
…自治会館を利用した「豊台ふれあいの家」
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同じ地域の方が講師役になって、パッチワーク教室

28



【高齢者ふれあいの家】
… 元個人診療所を利用

した「野馬土手」

29



この地域には元教授などが多く
文学講座が開催されている。

30


